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本日のふるさと納税制度のルール見直しに関する報道について 

 

当社の主力事業であるふるさと納税事業に関して、総務省及び報道機関より「令和７年 10月

からポイント等を付与するポータルサイト事業者等を通じて、寄附を募集することを禁止する」

趣旨の発表がございました。本件につきまして、投資家から多数の問い合わせがございました

ので、当社見解をお知らせいたします。 

 

記 
 
当社は 2014 年７月のポータルサイト「ふるなび」のサービス開始以降、ふるさと納税制度の

趣旨に則り、制度の認知度向上を通じて寄附額の拡大に寄与すると共に（図１）、数兆円の経済効

果があるとも試算があります地域産業の活性化に寄与してまいりました。当社は、インターネ

ットマーケティング企業として、利用者の要望に沿うことで需要の喚起を図り、一定の効果を

得たものと考えております。 

 

図１ ふるさと納税市場の推移（当社決算説明資料より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在、詳細については関係省庁に問い合わせ中でございますが、今後も、本制度の設立趣旨

に則り、定められたガイドラインに沿った適切な運用を行う中で、商品開発力や祖業であるア

ドネットワークの強みを生かした集客力、効率の高いプロモーションなど、当社が持つ競合優

位性を発揮すること（図２）で、地域間格差を縮小すると共に地域産業の振興を担う一助となるべ

く、今後も本制度の趣旨の実現を推進してまいります。 
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図２ 当社の強みについて 

 

 

 

 

 

 

 

 なお、本リリースは入手可能な事実情報、及び現時点で判明している当社業績への直接的

影響に基づき作成しております。今後、詳細な内容が判明し、業績予想に変更があった場合、

もしくは開示すべき事実を決定した場合には、速やかに公表いたします。 今後ともアイモバイ

ルをご支援賜りますようお願い申し上げます。 

以上 

 


